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動物の遺棄について 

 

 

１ 報道要旨  

令和５年４月から５月にかけて猫の繁殖期を迎え、３件の動物（子猫）遺棄事件が発生

し、新潟市動物愛護センターにて保護・収容しましたので公表します。 

 

２ 各事件の詳細 

 発生年月日 地区 発見場所 子猫の数 

1 令和 5 年 4 月 19 日 東区 ごみ集積場 7 

２ 令和 5 年 5 月 18 日 江南区 店舗前 4 

３ 令和 5 年 5 月 23 日 西区 ごみ集積場 4 

 いずれの事件も、子猫が段ボール箱に入れられた状態で発見された。 

 

３ 動物の遺棄に係る罰則について 

  動物の遺棄については、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）第

44条第3項で「愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す

る。」と定められている。 

 

 

 

お問い合わせ先 

新潟市動物愛護センター 登坂 

電話０２５－２８８－００１７（直通） 

 

本件に関する質問等の対応は本日、午後５時３０分までとさせていただきます。 




